
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年４月２１日  製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

換気扇用速度調整器 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、産業用有圧換気扇用の速度調整器で、換気扇とセット又は単体で出荷

し、換気扇と速度調整器及びこれらの配線工事は、電気工事事業者が行う。 

 速度調整は、ロータリースイッチのつまみを回転させることにより、強/中/弱/

切に切換ができるものである。 

 

○構造、仕様、意匠 

 ロータリースイッチ、リアクターコイル×２及び端子台から構成され、これらを

合成樹脂製ボックス（化粧板、カバー）に収められている、このまま露出取付け又

はカバーを取外し、指定のスイッチボックスを用いて壁埋め込みで使用する。 

 速度調整はリアクター制御で、強の場合は電源電圧がそのまま換気扇に印加さ

れ、中又は弱の場合はリアクターコイルを介して印加される。 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ 

 

○主な使用者、販売先 

工場等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

  

（理由） 

 本製品は、換気扇用電動機の速度調整用巻線（リアクターコイル）を内蔵したも

のであり、「その他の点滅器」又は「調光器」等に該当しないことから、非対象と

して取り扱うことが妥当と判断する。 

 


